
                        平成２８年１１月１６日 

                        日本原子力発電株式会社 

 

 

組織の一部改正について 

 

 

当社は本年１２月、以下のとおり社内組織の一部を改正します。 

 

電気事業連合会が設立を決定し、当社が実施主体となって運営している「原子力緊急

事態支援組織※」について、活動拠点となる福井県美浜町の施設の本格運用にあわせ  

１２月１７日付で「美浜原子力緊急事態支援センター」を設置します。なお、従来の「原

子力緊急事態支援センター」については、１２月１６日付で廃止します。 

 

「美浜原子力緊急事態支援センター」は、原子力災害発生時に速やかに発災事業所へ

資機材・要員を派遣し、発災事業者と協働して高放射線量下での原子力災害に対応しま

す。また、通常時には、原子力災害対応用の遠隔操作ロボット等を集中的に配備・管理

し、原子力事業者要員に対する操作訓練を実施します。 

 

※原子力発電所等において万一重大事故が発生した場合に、多様かつ高度な災害対応を行う組織 

 

 

添付資料：組 織 図 

  

以 上 

 



組 織 図 

 
現行組織 改正後組織 

  

 

添付資料 

敦 賀 発 電 所  

社 長 

敦 賀 事 業 本 部 

東 海 事 業 本 部 

安 全 室  

地域共生・広報室 

経 営 企 画 室  

総 務 室 

経 理 ・ 資 材 室  

発 電 管 理 室  

廃止措置ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室  

開 発 計 画 室  

国 際事業 推進室 

福 島 支 援 ﾁｰﾑ  

高速炉技術評価ﾁｰﾑ  

ﾍﾞﾄﾅﾑ連絡事務所  

考査・品質監査室  

福 島 事 業 所  

東 海 発 電 所 

東 海第二 発電所 

地 域 共 生 部 

敦賀建設準備事務所 

美浜原子力緊急事態支援ｾﾝﾀｰ 

 

東海総合研修ｾﾝﾀｰ 

敦賀総合研修ｾﾝﾀｰ 

立地･地域共生部 

※改正組織については、下線にて表記。 

敦 賀 発 電 所  

社 長 

敦 賀 事 業 本 部 

東 海 事 業 本 部 

安 全 室  

地域共生・広報室 

経 営 企 画 室  

総 務 室 

経 理 ・ 資 材 室  

発 電 管 理 室  

廃止措置ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室  

開 発 計 画 室  

国 際事業 推進室 

福 島 支 援 ﾁｰﾑ  

高速炉技術評価ﾁｰﾑ  

ﾍﾞﾄﾅﾑ連絡事務所  

考査・品質監査室  

福 島 事 業 所  

東 海 発 電 所 

東海第二発電所  

地 域 共 生 部  

敦賀建設準備事務所 

原子力緊急事態支援ｾﾝﾀｰ 

 

東海総合研修ｾﾝﾀｰ  

敦賀総合研修ｾﾝﾀｰ  

立地･地域共生部 

（平成２８年１２月１６日付で廃止） 

 

（平成２８年１２月１７日付で設置） 

 


